
静岡県ヘリテージセンター SHEC
S：Shizuoka HE：Heritage C：Center（呼称：シーク）

●SHEC の連絡体制 

●非常時における歴史的建造物の調査フロー
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・本会、及び東部・中部・西部の各ブロック事務局に事務連絡機能を置く 

・歴史的建造物に関する諸々の相談等を電話、Eメール、直接受け、連絡ネットワークにより対応する 

・連絡ネットワークは、SHEC の構成員による情報伝達、報告・連絡ができる即時の連絡体制とする 

・非常時にも対応できる行動指針、連絡体制を構築する：行政との連携を図る 
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センター長 ①本会事務局に相談等があった場合 

②ブロック事務局に相談等があった場合 

③SHEC 構成員が直接相談等を受けた場合

＊いずれの場合も相談者には速やかな対

応を図る。現地調査等が必要な場合は、

プロジェクトごとに責任者を決め、チーム

編成して対応する。 

本会事務局

（総括事務局）

ブロック事務局

（窓口事務局）

緊急調査 被災状況調査 応急措置等 

SHEC構成員による調査
(予め設定した担当エリア) 

・被災状況の概要把握 

・「SHEC 連絡票」の貼付

SHEC構成員による調査
(2 名または 3 名で編成) 

・「被災状況調査表」 

・所有者等への連絡 
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(罹災証明)

1週間発災 1 ヶ月

所有者等からの

要請に基づく 

建築学会・文化財ドクター：SHEC が受け皿

2 ヶ月～半年


